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前  期  計  画 
●「基本的な考え方」と「基本計画」から構成されており、それらに付随する形で重点事業 

の詳細が明記されています。 
●「基本的な考え方」は村づくりの方向性を表しています。 
●「基本計画」は「基本的な考え方」に沿った分野ごとの方針や事業を示しています。  

後  期  計  画 
（ア） 前期計画では「基本計画」の中に村づくりのキャッチフレーズや各種事業、分野ごとのめざす姿が記載さ 

れていたものを、後期計画の中で「①基本構想」と「②基本計画」、「③実施計画」のそれぞれの定義に基づ
き整理しました。 

（イ）後期計画の中の「①基本構想」と「②基本計画」は、前期計画策定時、策定委員をはじめとした村民の皆
様の意向を大きく反映し完成した内容で、これらはすべての根幹となる「変わらないコンセプト」として位置
づけています。 

（ウ）この「①基本構想」と「②基本計画」をもとに、実需者、実務者等の視点を持って「③実施計画」を策定
します。なお、「③実施計画」の効果を検証し、見直しをするための基準として新たに「指標（例えば農地の
集積面積や営農再開面積）を示すこととします。またこの「③実施計画」が PDCA サイクル上の「中間見直
し」等の対象となります。 

（エ）役場はこの実施計画に基づき、成果指標、スケジュール、財源など多角的な視点、検討、協議を踏まえ
て、「④各種事業」を構築・予算化し、執行します。 

（オ）事業実施の際には必ず「予算」が必要になりますが、これは毎年度の議会での議決を経て執行されるもの
です。 

前期計画（令和３年度～令和７年度） 

►村づくりの 
キャッチフレーズ 

基本的な考え方 

基 本 計 画 

►１２分野のめざす姿 
 

後期計画（令和５年度～令和７年度） 

後期計画範囲  

②基 本 計 画 

④各  種  事  業 

③実 施 計 画 

① 
基 本 
構 想 

►各フレーズに沿った重点事業 
 

【今回の中間見直しで明らかとなった点】 
１．前期計画の「各フレーズに沿った重点事業」は、事業名は異なるものの、その理念の実

現に向けて令和５年度事業関連（復興関連事業を含む）において、約８割の着手率を達成
したこと 

２．他市町村の総合計画では、その自治体の目指す姿と方向性・施策を示す体裁がほとんど
であるのに対して、村の前期計画は「基本的な考え方」の直下に「重点事業」が明記さ
れ、「目的」を達成するための「手段」であるべき「事業」の実施そのものが目的化されて
いるように見えること 

３．議会での予算承認を要する「事業」が、前期計画では策定時点での財源確保が確定しな
いまま「重点事業」として掲載されていること 

４．自主財源の少ない村にとって、「事業」を実施する上で国・県の補助金・交付金等の財源 
確保は必須である視点が明記されていないこと 

５．いいたてまでいな復興計画（第１版～第５版）と併行した計画となっているため、現に
村予算の多くの部分は、国・県財源による復興関連事業が占めていること 

６．自治体の根幹となる「人口」に着目した人口動態（若年層の減少、高齢者比率の増加
等）予測に基づく方針・目標が示されていなかったこと  

各種事業の定義 
►実施計画に基づき毎年度行政が

予算化し執行していくもの 

実施計画の定義 
►基本計画に定めた「施策」を推進するた

めの手法や具体的な取組などを整理した
もの 

基本計画の定義 
►基本構想の実現のために必要となる 
個別「施策」を体系化したもの 

基本構想の定義 
►村のめざす「将来像」や「基本方針」を中⾧期的な展
望で明らかにしたもので、基本計画や実施計画を策定
する上での指針となるもの 

資料① 飯舘村第６次総合振興計画 中間見直し概要 
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基本構想 

施策の体系図  
 

 
 

①基本構想  
 

村のめざす「将来像」 
や「基本方針」を中長 
期的な展望で明らかに 
したもので、基本計画 
や実施計画を策定する 
上での指針となるもの 
 
 
 
 

 

村の将来像「明日が待ち遠しくなるような、わくわくする楽しいふるさと」 
2:健康・福祉・環境分野 

     基  本  方  針 
 

ゆったり流れる時間の中で 
「元気かい?」から始まる 
心地いい関係のある村へ 

温かな声がけから始める交流を通じて、生きがいを持っ
て健やかに暮らすことのできる村を目指します。 

３:学校教育・社会教育・文化分野 
基  本  方  針 

 

いいたてに生きる精神文化を紡
ぎ、自らに誇りをもつ村へ 

ふるさとを改めて見つめ直す教育を通じて、子どもも大
人もともにいいたての文化を取り戻し、自らに誇りをも
つ村を目指します。 

 

4:防災・建設・行財政分野 
基  本  方  針 

 

足もとからの将来づくりを 
「支え合い」で進める村へ 

これまで村を支えてきた行政区の活動など、足もとの生
活基盤やつながりを再び強め、支え合いで進める村を目
指します。 

 

1:産業・観光・移住分野 
基  本  方  針 

 

どこに暮らしていても参加して楽
しい新しい豊かさを感じる村へ 

村に想いを寄せる方々との新しい関わり合いや村民の
新しい暮らしを尊重し、新しい豊かさを感じる産業を作
り出す村を目指します。 
 

① 生きがいと生業の力強い再生と発展 ③情報通信技術（ICT）による新しい村づくり ⓹生き生きとした学びの場を育む 5 つの政策 
②健康で生き生きと楽しく暮らせるふるさとづくり ④ふるさと資源のフル活用 

 

 

共  通  重  点  項  目   :  人  口  増   加  策 
 

ここでの「政策」 
は、基本構想を実 
現するための、優 
先すべき事項を示 
すもの。 
 

 
 
「施策」とは 
計画を実現する 
ための具体的な 
方策や対策のこ 
と。 

 
 
 
 
 

②基本計画 

 
基本構想の実現のため 
に必要となる個別「施策」 
を体系化したもの 
 
 
 
 
 
 
 

学校教育: 竹のようにしなやかに石のようにどっしりと 
      自らに誇りを持つ教育 
社会教育: ふるさとをみつめ、ふるさとに学び、ふるさと

と歩む教育 
文  化: いいたてを語り、いいたてを喰み、いいたて

と過ごす文化 

３
．
特
色
あ
る
教
育
の
推
進 

２
．
教
育
活
動
の
充
実 

１
・
教
育
環
境
の
充
実 

２
．
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実 

１
・
生
涯
学
習
・
学
び
の
場
の
提
供 

３
．
芸
術
・
文
化
活
動
の
促
進 

２
．
暮
ら
し
や
文
化
の
活
性
化 

１
・
文
化
・
芸
術
の
継
承 

施   策  Ⅰ 
産業: 一人ひとりの関わり合いで力を合わせ拡大させる 

までいブランド 
観光: 資源にひと手間加えて築く観光以上移住未満の関係 
移住: モノや心を分かち合い、ふんわりやっこく迎える村 

４
．
里
山
の
再
生
と
林
業
の
活
性
化 

３
．
ま
で
い
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
・
拡
大 

２
．
農
畜
産
業
の
環
境
づ
く
り 

１
・
農
畜
産
業
の
担
い
手
の
確
保 

１
・
商
工
業
の
振
興 

２
．
い
い
た
て
フ
ァ
ン
の
拡
大 

１
・
戦
略
的
な
観
光
へ
の
取
組
み 

２
．
移
住
・
定
住
の
促
進 

１
・
交
流
人
口
の
拡
大 

健康: 食べて笑って楽しい健康づくり 
福祉: 「出番」を作るしかけづくり 
移住: 未来や心にやさしい環境づくり 

３
．
医
療
の
確
保 

２
．
食
に
よ
る
健
康
づ
く
り 

１
・
心
と
身
体
の
健
康
づ
く
り 

５
．
人
材
の
確
保 

４
．
生
き
が
い
支
援 

３
．
障
が
い
者
福
祉 

２
．
子
育
て
支
援 

１
・
高
齢
者
福
祉 

２
．
景
観
・
環
境
美
化 

１
・
環
境
負
荷
の
低
減 

防 災:自分たちの安全は自分たちで守る強靭な地域防災 

建 設: 助け合いで築く誰もが安心できる暮らし 

行財政: 連携して課題に立ち向かえる自立した地域 

３
．
防
犯
・
消
防
・
火
災
予
防 

２
．
安
全
・
安
心
の
確
保 

１
・
住
民
の
防
災
意
識
の
向
上 

３
．
住
環
境
の
維
持
・
管
理 

２
．
公
共
交
通
の
確
保 

１
・
道
路
・
河
川
の
維
持
・
管
理 

２
．D

X

と
効
率
的
な
行
財
政
運
営 

１
・
村
民
参
画
の
推
進 

施   策  Ⅱ 施   策  Ⅲ 施   策  Ⅳ 
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人口増加策 

現在、村は収入の多くを国や県からの財政支援で賄い、各種の自治体サービスを提供
していますが、今後それらの財政支援は全国的な人口減少の中で縮小していくことが想
定されます。一方で人口は、医療・福祉・子育てなどの「村民の今を支える」ための自
治体サービスを提供する上での根幹であり、とりわけ、働き世代・子育て世代による「生
産」「経済」活動が自治体サービスの財源となる税収などに直結します。このため、自
治体サービスを提供すべき年代ごとの人口動態を予測しつつ、各世代への必要十分な自
治体サービスを提供するため、「人口対策」に計画的に取り組むことが必要不可欠です。 

なお、前期計画では、人口推計は記載したものの、明確な人口目標を示していなかっ
たため、後期計画では人口目標を明示することとします。 

この目標のため、私たち村に関わる人すべてが「ふるさとの担い手」として共通の認
識を持ち、この「後期計画」を方針書として、それぞれの立場から村づくりを行ってい
くことが必要です。中でも今優先的にすべきことは「人口増加策」です。   

今の飯舘村にとって、一口に人口と言っても、住基人口、村外居住人口、村内居住人
口、なりわい人口、関係人口、交流人口など様々な形が挙げられます。本計画において
は、短期的・中期的な取り組みとして「なりわい人口」と「村の人口」の２つに着目し、
以下のように目標を設定します。 

 
 
 

 

１．村内の「なりわい人口」を増やす    
         ・・・2030 年に 約 1,570 人 
 

２．「村の人口」（住基人口）の 
減少スピードを緩やかにする    

・・・2030 年に 約 4,200 人 
 
※上記２つの人口については、それぞれ以下のように定義します。 
「なりわい人口」 
 ・住民票の有無に関わらず、村で「生業（なりわい）」に携わる全ての人のこと 

例:村の企業に勤める人、起業している人、農林畜産業等に携わっている人、なり
わいづくりに向けて動いている人など 

「村の人口」（住基人口） 
 ・飯舘村の住民基本台帳に記載されている人口（法に基づく自治体人口）のこと 

後期計画における飯舘村の人口目標 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2019 2020 2022 … 2026 … 2030

村外居住人口推計 村内居住人口推計
村の人口（住基人口）目標値

 
 
１ なりわい人口 
 村内の就業者について、2022 年以降、平均して毎年約 20 人ずつ増加させることを
目標とする。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 村の人口（住基人口） 
 2022 年以降、毎年 20～30 代の転入者を平均して約 15 名ずつ確保し続けることを
目標とする。上記の「なりわい人口」も増加要因とする。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
上記の人口目標を達成するために、村民はもちろんのこと、「なりわい人口」「関係人

口」などを構成する全ての人々が「ふるさとの担い手」となって各種の施策・事業に参
画していくこととします。

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

なりわい人口 農林畜産業従事人口

 2030 年までの飯舘村の人口目標 

政策効果により 
    約１７０人の増加 
 
農林畜産業従事者 

・・・約 50 人増 
企業社員・個人事業主等 

・・・約 120 人増 

2030 年 
目標値 

1,570 人 
 

2022 年 
1,400 人 

2030 年 
推計値 

3,985 人 

2030 年 
目標値 

約 4,200 人 
 

政策効果により 
   約２１５人の増加 

※2022 年以降のなりわい人口について
は、村内の商工会会員事業所、その他村内
を拠点とする事業所および農林畜産業へ
の従事者についてカウントしています。 
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※抜粋版

資料②前期計画



省略

省略

省略

省略

























令和５年度当初予算の概要 

 

 

（総務課財政係 電話 0244-42-1612） 

 

  令和５年度一般会計当初予算額は、150 億 1,800 万円（前年度比＋37 億 3,000 万円）です。 

  また、予算額に占める復興・創生事業分の割合は 74％（111 億 1,178 万円）となっています。 

 

  主な増減項目は、 

 

・木質バイオマス施設等緊急整備事業（令和５年度事業費 44 億 903 万円） 32 億 4,721 万円の増 

・新規就農者技術習得管理施設整備事業（同 3 億 3,566 万円） 3 億 3,566 万円の増 

・農業基盤整備促進事業（同 13 億 5,965 万円） 3 億 1,270 万円の増 

・村道維持補修事業（同 4 億 1,062 万円） 5 億 4,942 万円の減 

・宿泊体験館きこり宿泊棟改修事業（令和４年度で終了） 3 億 5,050 万円の減 

 

 となっています。 

 

 

41億4,510万円

212億3,500万円

95億4,700万円

143億2,000万円

123億6,200万円

112億円

112億8,800万円

150億1,800万円

0

50

100

150

200

H22 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

億
円

年度

一般会計当初予算額の推移
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【基金残高の推移（一般会計）】 

 

 

【村債残高の推移（一般会計）】 

 

18.6

35.6 36.0 40.6
49.8

58.5

50.9 48.2
47.7

85.0
74.1

18.6

86.5
84.2

88.3

134.8 132.6

0

20

40

60

80

100

120

140

H22 H30 R1 R2 R3 R4

通常分 震災分

30.0

19.7 18.7 18.0 15.8 13.8

17.1

17.7
16.9 16.2

15.6
14.2

47.1

37.4
35.6 34.2

31.4

28.0

0

10

20

30

40

50

H22 H30 R1 R2 R3 R4

通常事業等充当分 臨時財政対策債

億円

年度

億円 

年度 

 
震災分は、復興が進むにつれて 

減少します（最終的にはゼロになります）。 

 

臨時財政対策債の償還財源は国が 100％負担するので、 

村の実質的な負担はありません。 

ふれ愛館の建設費用などに村債が使われています。 

 
通常分は、収入の不足や村債の償還、公共施設の 

修繕整備等のために、計画的に使用されるものです。 
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５つの重点施策と主な事業

・木質バイオマス施設等緊急整備事業（44億903万円）

・農業基盤整備促進事業（13億5,965万円）

・福島県営農再開支援事業（7億7,449万円）

・ふくしま森林再生事業（4億1,669万円）

・【新】新規就農者技術習得管理施設整備事業（3億3,566万円）

・【新】未来へつなぐ農業支援事業（4,300万円）

・事業再開帰還促進事業（1,200万円）

・ふるさとの担い手スタートアップ事業（750万円）

・畜産再開素牛導入事業（480万円）

・あぶくまもち生産推進事業（374万円）

・【新】持続的畑作生産体系確立緊急支援事業（82万円）

①生きがいと生業の力強い再生と発展 ７６億６，１８７万円

②健康で生き生きと楽しく暮らせるふるさとづくり ５億９，４７５万円

・村外介護サービス等送迎事業（4,835万円）

・サポートセンター運営事業（4,521万円）

・総合健診事業（3,530万円）

・予防接種事業（2,323万円）

・訪問診療事業（1,356万円）

・【新】赤ちゃん誕生祝金事業（500万円）

・【新】地域活動支援センター運営事業（206万円）

③情報通信技術（ＩＣＴ）による新しい村づくり ４，４０９万円

・村民コミュニティ構築支援ＩＣＴ事業（3,397万円）

・学校ＩＣＴ教育推進事業（1,012万円）

④ふるさと資源のフル活用 ３億７，１７９万円

⑤生き生きとした学びの場を育む １億５，６３７万円

・被災児童生徒等就学支援事業（1,800万円）

・【新】子育て応援支援金事業（1,350万円）

・いきいきわくわく学びの旅事業（723万円）

・自主文化事業（266万円）

・幼児就園支援事業（207万円）

…木質バイオマス施設等の整備

…暗渠排水、用排水路の整備等

…農地の地力回復、鳥獣被害対策等の支援

…森林施業計画の策定、施業実施

…新規就農者技術習得管理施設の建設

…農畜産業の生産性向上、技術継承等に係る支援

…夏まつり等イベントの開催

…新規起業者に対する支援

…素牛導入費用の助成

…あぶくまもちの生産推進支援

…種ばれいしょの供給力強化、需要創出等の支援

…要介護者等を村外の介護サービス事業所等へ送迎

…サポートセンターつながっぺの運営

…各種健診、人間ドックの実施

…各種予防接種の実施

…医師による訪問診療等

…新生児誕生を祝う祝金の支給

…障がい者のための集いの場の設置運営

…イイタネちゃんお知らせアプリ等の運用等

…専門員の配置等によるＩＣＴ教育の推進

…移住相談窓口の運営、移住情報の発信等

…地域おこし協力隊による地域振興活動等

…大都市等でのイベント開催、産品開発等

…空き家・空き地バンクへの登録推進

…地域の魅力向上に取り組む行政区活動を支援

…移住体験ツアーの企画運営

…村文化遺産等村の魅力を体験するツアーの開催

その他の主な重点事業 ２０億９，５６１万円

…児童生徒に対する就学費用の支援

…小中学校、高校への進学費用を支援

…義務教育学校5～6年生を対象にした体験学習

…文化イベント等の開催

…認定こども園園児に対する就園費用の支援

・交流・移住・定住等促進事業（8,150万円）

・地域おこし協力隊活動事業（3,719万円）

・いいたて魅力向上発信事業（2,996円）

・空き家・空き地バンク登録推進事業（2,023万円）

・みがきあげよう！ふるさと補助金（1,495万円）

・移住・定住促進ツアー企画運営事業（1,376万円）

・いいたてＹＯＩＴＯＫＯ発見！ツアー事業（677万円）

・村道維持補修事業（4億1,062万円）

・【新】モニタリングマップ作成事業（1億2,749万円）

・食品放射性物質測定事業（3,370万円）

・までいな心の復興事業（1,350万円）

…舗装機能回復工事等

…村内全域の空間放射線量を示す地図の作成

…食品放射性物質の測定

…村民の絆を深める活動の支援

２つの視点：「村民の今を支える」「村の将来への布石」

４つの指標：「次世代・継承」「なりわい」「１０年後を見据える」「帰還困難区域」
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広報令和３年４月２０日号
同封にて全戸配布
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受付終了（意見０件）
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広報令和５年８月５日号
同封にて全戸配布
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受付終了（意見０件）
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雇用の創出・企業誘致の推進のため、産業団地を整備します 
～産業団地整備計画（構想）～ 

 

 

村民の皆さまへ 

                           飯舘村⾧ 杉 岡  誠 
                                （公 印 省 略） 
１．事業計画 

 令和５年４月１日現在、村への帰還者は 1,216 人、現住人口 1,500 人と被災前の人口の

1/4 に留まっており、依然として多くの方が村外での避難生活を強いられています。 

 帰還者、移住者の受け入れには雇用の場の創出が必要不可欠であり、令和２年９月に策定

した「飯舘村第６次総合振興計画」に掲げる「村内での雇用の場の確保等のため企業誘致を

行う」の実現のため、有利な国の補助金を活用した産業団地の整備を構想しています。 

 つきましては、この事業計画構想を全戸配布しますので、村民の皆さまのご意見をお寄せ

くださいますようお願いいたします。（本資料の末尾をご参照ください） 

 なお、この事業計画構想は、本年８月２７日の深谷地区住民説明会を経て、深谷地区住民

の皆さまから一定のご理解をいただいたことを踏まえて、８月２８日付で県に対して「飯舘

村のなりわい創出に向けた相馬農業高等学校飯舘校の活用にかかる要望書」を提出し、飯舘

校の本校への統合並びに県敷地の村への譲渡を要請しています。 

２．整備予定地 

候補地選定の方向性として、以下の３点をポイントとしました。 

① インフラが存在し、整備が容易な村の中心となる立地 

② アクセスしやすく、人が集まりやすい立地 

③ 村の産業特性を踏まえ、産業集積の拠点となりうる立地 

以上を踏まえ、令和４年度に実施した候補地調査により、相馬農業高等学校飯舘校周辺地

区を整備予定地として選定しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見等受付期間：９月２５日（月）まで 

道の駅 
までい館 

相馬農業高等 
学校 飯舘校 
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同封にて全戸配布
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新規就農者技術習得管理施設（配置図）
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新規就農者技術習得管理施設（概要）

 ２人部屋×４室＝　８人
（５人）　　　　（２０人）

　４人部屋×１室＝　４人
（７人）　　　　　（７人）

　　　　　　　　計　１２人
　　　　　　　　　（２７人）

※（　）書きは畳布団を利用

　した場合の最大収容人数

平　面　図

南側立面図

東側立面図

延床面積 515.67㎡
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証明書等のコンビニ交付サービスについて（予定） 

 

コンビニエンスストア等での証明書交付の導入により、住民サービスの向上と村民の

利便性の向上を図るため、個人番号カード（マイナンバーカード）を利用して、コンビ

ニエンスストア等に設置している多機能端末（キオスク端末、マルチコピー機）によ

り、住民票の写しや印鑑登録証明書が取得できる証明書自動交付サービス（以下「コン

ビニ交付サービス」という。）の開始を次のとおり予定しています。 

 

１．開 始 予 定 日   令和６年４月から（予定） 

２．取得できる証明書   マイナンバーカードを取得した村民はコンビニ交付サー 

             ビスにより、次の証明書の交付を受けることができます。 

（1）住民票の写し（全部・一部） 

（2）印鑑登録証明書 

３．利用できる時間   午前６時３０分から午後１１時まで（土日、休日を含む） 

※年末年始及びメンテナンスによる停止日を除く。 

４．利 用 店 舗   セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニスト 

ップ、サークルＫサンクス、イオンリテール㈱等 

（全国 56,000 店舗） 

５．利 用 方 法   マイナンバーカードを端末にセットし、画面の説明に従い 

             タッチパネルを操作します。利用の際には、マイナンバー 

             カードの交付時に設定した暗証番号（数字４桁）の入力が 

             必要となります。 

６．コンビニ交付手数料  コンビニ交付サービスにおける証明書交付手数料は、役 

場住民課窓口で交付する証明書と同額となります。 
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住民課からのお知らせ 

住民係（TEL：0244-42-1618） 

1.防犯意識の向上について 

現在、村内では資材等の窃盗事件が発生しています。地域全体で犯罪者を寄せつ

けないよう「地域の安全は地域自らが守る」という意識を高めることが大切です。 

〇予防策 

・訪問者に対して不用意にドアを開けず、ドアスコープやインターフォン越しで

確認する。 

・在宅時やゴミ出し等の短時間の外出時も施錠し自宅の戸締りをする。 

・夜間はシャッターや雨戸を閉める。 

・屋外に防犯カメラやセンサーライトを取り付ける。 

・家の周りに防犯砂利を敷く。 

・自宅に多額の金品を保管しない。資産等について口外しない。 

〇不審な人物や車両を見かけたときや、夜間に屋外で物音がするなど、不審な点が 

あれば、すぐに 110 番通報をお願いします。 

 
※飯舘駐在所では、行政区等から要請があれば、訪問して防犯指導などを行いま 
す。 
 

2.外灯・防犯灯設置補助金について 

防犯対策の一環として、外灯・防犯灯を設置する方へ補助する制度があります。 
○設置対象：住宅の敷地付近の公道の沿線に設置 
○補助金額：１基あたり５０％以内（1 基につき上限４万円まで） 
なお、設置後の電気料や維持経費は設置者負担となります。 
詳しくは住民係へお問い合わせください。 

 

3.マイナンバーカードの取得について 

マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として使えるだけでなく、電

子申告や健康保険証としての利用、新型コロナワクチン接種証明書など、その利活

用シーンは年々拡大しています。国では、マイナンバーカードと健康保険証の一体

化を推進し、令和６年秋に健康保険証の廃止を目指すこととしています。 
村では、役場窓口の混雑を緩和するため、マイナンバーカードの手続き等を事前

予約制としています。 
村では職員がご自宅などにお伺いして申請等の手続きをお手伝いする出張申請

サポートを行っておりますので、平日の業務時間内に来庁が難しい方は事前予約の

うえ、ご利用ください。 
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4.国民健康保険被保険者証の送付について 
国民健康保険被保険者証については、有効期限が９月末となっております。１０

月１日からの被保険者証は９月中旬に世帯主様あてに発送しておりますので、新た

に送付された被保険者証をご利用いただくようお願いします。有効期限は１年間で

す。 
また、社会保険に加入されているにも関わらず国民健康保険被保険者証が届いた

方は、国民健康保険資格喪失の手続きが必要となりますので、お勤め先からの健康

保険証をお持ちください。（加入者全員分） 

5.ふるさと帰還通行カードについて 

現在ご利用いただいている「ふるさと帰還通行カード」は、令和５年１１月１日

に更新カード（緑色）に移行されるため、現在のふるさと帰還通行カード（桃色）

は令和５年１１月１日以降ご利用できなくなります。現在カードをお持ちの方には、

更新申込書がNEXCO東日本よりすでに送付されております。更新を希望される方は、

お早めに住民係でのお手続きをお願いします。 

税務係（TEL：0244-42-1615） 

（１）口座振替納付のご案内 

村では、税金や保険料、住宅・水道使用料などのお支払いに、 

①便利…納めに出掛ける必要がない 

②確実…納め忘れの心配がない 

③安全…現金を持ち歩く必要がなく、感染リスクなども減らせる 

「口座振替納付」を推進しています。 

○口座振替推進キャンペーンの概要 

  ・対 象：今年度新たに全ての税金（料）を口座振替納付に登録し納付した方 

  ・期 限：令和５年 12 月 28 日（木） 

  ・特 典：いいたて村の道の駅「までい館」商品券 2,000 円分を贈呈 

（２）郵便「転送届」の手続きをお願いします 

村に住所を有したまま村外に住んでいる方は、郵便局窓口またはインターネット

にて「転送届」の手続きをお願いします。転送期間は申請から１年間です。 

村や県、国からの重要な郵便物は住所地に郵送されますので、転送期間が切れて

いますと転送されずに送付元に戻ってしまいます。 

  なお、帰村した方についても転送届が必要となる場合がありますので、詳しくは

最寄りの郵便局へお問い合わせください。 

（３）家屋の新築・増築、解体をした際は届出を 

村内に家屋（車庫や倉庫を含む）を新築・増築した、または村内の家屋を解体した

際は、税務係へご連絡をお願いします。 
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産業振興課・農業委員会からのお知らせ 
 (農政第一係・農業委員会事務局  電話 0244-42-1621) 

 

 

１．令和５年度補助事業について 
・令和５年度補助事業として以下の事業を実施しています。 

 

未来へつなぐ農業支援事業補助金【新規】 

  （目 的） 

本村農業者の経営の発展、安定化を図り農業の振興を支援。 

  （要 件） 

 ・村内または避難先で農業を営む者。 

 ・出荷、販売を目的に作付けしている農産物であること。 

・村税等の滞納がないこと 

 

（補助対象経費） 

○駆け上がる農業支援事業 

・消耗品費（種苗費、肥料費、農薬費、諸材料費など） 

・燃料費（農業用機械、施設園芸用暖房等に必要な燃料費、電気料） 

・収入保険料 

・作業委託費（申請者が法人の場合のみ） 

 （補助率） 

※個人農業者と法人で補助額が異なります。 

詳しくは農政第一係までご相談ください。 

 

○力強い農業実現事業  

※「認定農業者」または「ＧＡＰ認証取得者」が対象 

・農業用施設（パイプハウス等）の整備費、移設費等 

・福島県産スマート農業用機器、冷暖房設備、電照栽培設備等導入費 

・農業用施設修繕費 

（補助率） 

・補助対象経費×４分の３以内【補助上限７５万円】 

詳しくは農政第一係までご相談ください。 
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農業委員会からのお知らせ 

(農業委員会事務局（産業振興課農政第一係内）  電話 0244-42-1621) 
 

  農地または採草放牧地（原野）の売買・贈与・貸し借り等には 

（ 農地法第3 条）の許可が必要です 

  農地（田・畑）または採草放牧地（原野）の所有権移転（売買、贈与など）、賃借権設定、その

他の使用貸借などを行う場合には、農地法第3 条の規定により、農業委員会の許可を受ける必要

があります。詳細は農業委員会に事前にご相談ください。 

 

 

 農地転用には（農地法第 4 条または第 5 条）の許可が必要です 

農地転用とは？ 

農地（田・畑）または採草放牧地（原野）を住宅や太陽光発電設備・事務所・駐車場・資材置場 

など農地以外のものにすることをいいます。工事などで一時的に農地を資材置場や残土捨場として 

使用する際も農地転用の許可が必要になります。 
 

・「農地法第４条」とは、農地の所有者が自ら農地を農地以外（宅地など）にする場合です。 

・「農地法第５条」とは、農地および採草放牧地（原野）を農地以外（宅地など）にする目的で売買 

したり、貸し借りする場合です。 
 
 

【許可を受けたら】 

   上記の許可を得ただけでは、土地の所有権移転や地目変更、分筆の登記はされません。 

許可を受けたまま登記をしないで放置しておくと、後々トラブルの原因にもなります。 

自己の権利を守るためにも、早めに登記を行うようにしましょう。 
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問合せ先 産業振興課農政第二係 TEL 0244-42-1625 

〇有害鳥獣対策について（～狩猟免許取得に係る経費を補助します～） 

村では、有害鳥獣対策の担い手となる新規狩猟者に、下記のとおり狩猟免許取

得に係る経費の一部を補助します。 

１．補助対象者 

①村内に住所があり、狩猟免許取得後、福島県猟友会飯舘支部に加入する方。 

 ②補助金の交付申請年度及び当該申請年度から過去２年度の間に初めて狩猟

免許を取得した方。 

２．補助対象経費 

 ①新規狩猟免許取得支援事業…申請手数料等免許取得に係る経費。 

 ②若手狩猟者確保事業…免許取得時の年齢が50歳未満の方で銃器等取得費用。 

 ③第一種銃猟免許新規取得者支援事業…第一種銃猟免許を取得するための射

撃教習等の費用 

 

〇令和 5年度 福島県営農再開支援事業での活動について 

 １．活動の対象地 

   各集落の話し合いにより「作付再開計画図」に位置付けた農用地 

 ２．活動対象および内容 

   ・対象となる活動は以下のとおりです。 

     水田（畦畔を含む）、畑地、草地の草刈り及び耕転作業 

      ※草刈作業は原則として年２回実施してください。 

      ※水田の草刈りは必ず畦畔を含めて実施してください。 

   ・作業日ごと、作業者ごとに、日誌（作業前・後の写真を添付）を作成し

てください。 

   ・日誌の取りまとめ期間、提出期限は、以下のとおりです。 

    日誌は、下記提出期限まで必ずＪＡふくしま未来飯舘総合支店営農セ

ンターに提出してください。 

日誌取りまとめ 日誌の提出期限 

４月～１１月作業分 １１月末日 

    ※１１月以降に提出された日報分の作業賃の支払いはできません。 

 ３．補助金額（上限） 

    １．２万円／１０ａ・年 

 ４．作業単価 

   ・耕転      ６，０００円／１０ａ 

   ・草刈（粉砕）  ６，０００円／１０ａ 

   ・草刈（刈倒）  ４，０００円／１０ａ 

 ５．その他 

   ・営農再開された農地（一度でも利用の場合を含む）また、農地中間管理

事業で契約された農地（一度でも利用の場合を含む）は対象外となりま

すのでご注意ください。 
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R5 10 月 住民懇談会                                  建 設 課 

 

 

Ⅰ 建設管理係                         お問合せ等：☎0244-42-1624 

1. 村営住宅の整備及び入居状況について 

       R5.8 月末現在 

 ・入居の受付は建設管理係で行っております。お問い合わせください。 

  

 

 

団地名 
整備 

戸数 
整備内容 

空家数 

(募集数) 
入居要件 

大谷地団地（災害公営） 

※供用開始 H29.4～ 
16 戸 

建替 

(H27、28) 
２戸 ① 現に住宅に困窮 

している方 

② 税の滞納がない方 

③ 暴力団員でない方 

④ 低所得者である方 

⑤ 平成 23 年 3 月に

村民である方 

桶地内団地（災害公営） 

※供用開始 H31.4～ 
10 戸 

建替 

(H30) 
０戸 

大師堂住宅団地（災害公営） 

※供用開始 R2.4～ 
12 戸 

新設 

(R1) 
６戸 

臼石第 2 住宅（公営・被災者） 

※供用開始 H31.4～ 
8 戸 

修繕 

(H30) 
２戸 

深谷団地（福島再生賃貸） 

※供用開始 H30.11～ 
15 戸 

新設 

(H30) 
０戸 

① ～ ③及び中程度

の所得者である方 

笠石住宅（公営） 20 戸 
修繕 

(H27、28) 
０戸 ① ～ ④である方 

ヴィラうすいし（村営） 8 戸 
修繕 

(H28) 
0 戸 

① ～ ③である方 

リベルタふかや（村営） 12 戸 
修繕 

(H27、28) 
0 戸 

リベルタうすいし（村営） 5 戸 
修繕 

(H27、28) 
０戸 

ヴィラいたみざわ（村営） 5 戸 
修繕 

(H27、28) 
0 戸 

全体 計 111 戸  1０戸  

飯野町団地（災害公営） 

※供用開始 H26.9～ 
２３戸 

新設 

(H26) 
１２戸 ① ～ ⑤である方 
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Ⅱ 土木係                           お問合せ等：☎0244-42-1623 

1. 村道機能回復工事（村道舗装）について 

・平成 30 年度から村道の舗装工事を実施しています。 

・実施（計画）状況：R5.7.18 現在 

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

（7） 

平成 30 年度    

令和元年度     

令和 2 年度 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

令和 6 年度以降 

合  計 

8 路線 

15 路線 

15 路線 

22 路線 

30 路線 

10 路線 

15 路線 

115 路線 

5,364ｍ 

16,850ｍ 

26,862ｍ 

21,730ｍ 

9,456ｍ 

2,601ｍ 

2,920m 

82,863ｍ 

3 億 1 千万円 

9 億 6 千万円 

14 億 5 千万円 

14 億 4 千万円 

18 億 4 千万円 

1 億 2 千万円 

 

・令和 5 年度の実施箇所及び施工業者一覧 ： 別図参照 

 

2. 自然災害の未然防止及び対応について 

・村道、河川等における自然災害（台風等）の未然防止へのご協力と併せまして、 

 被災があった場合にはご連絡くださるようお願いいたします。 
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Ⅲ 農業基盤再生係                     お問合せ等：☎0244-42-1610 

1.  農業基盤整備促進事業について 

営農再開に伴う農業用排水路や農地の客土・暗渠を整備します。 

 

(1)実施状況 

  ①測量設計委託（用排水路・暗渠排水等）   

・完了：１行地区（大久保・外内） 

・実施中：１行政区（草野）  

② 基盤整備工事（用排水路等）  

   ・実施中：1６行政区  

【草野、伊丹沢、関沢、小宮、八木沢・芦原、大倉、宮内、飯樋町、前田・

八和木、大久保・外内、上飯樋、比曽、関根・松塚、臼石、前田、二枚

橋・須萱】 

 

２．営農再開支援水利施設等保全事業について 

 農業用施設のため池、取水堰、揚水機等の補修を実施します。 

(1)実施状況 

  ①施設補修工事（ため池）  

   実施中：5 箇所 

【深谷（長橋）、大久保・外内（笠石）、上飯樋（仲下）、関根・松塚（谷内向）、前田

（福田）】 

 

３．ため池放射性物質対策工事について 

 ため池の底に沈殿している放射性物質拡散防止の対策工事を実施します。 

(1)実施状況 

  ①対策工事（バックホウ直接掘削）  

・実施中：１２箇所 

   【草野（カヨウ）、深谷（市沢第１、新堤）、伊丹沢（山鳥沢）、関沢（野沢）、小宮（沼

平）、佐須（佐須、佐須第２）、宮内（鍬柄）、比曽（笹峠第２）、臼石（菅田第１、菅田

第２）】 

 

４．農地・農業用施設等の管理について 

   ・近年、局地的な豪雨が全国で発生しています。用水路のゲート等やため池の管理に

よる、災害の未然防止に協力をお願いします。また、災害発生の場合にはご連絡お

願いします。 
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Ⅰ 健康係               お問合せ等：Tel 0244-42-1637 

１ 村民の新型コロナワクチン接種状況（春開始接種）について 

 （令和５年８月２９日時点） 

 接種対象者 接種者 接種率 

６５歳以上 ２，０７７人 １，３３７人 ６４．４％ 

６４歳以下で基礎疾患を有する方等 - ２９９人 - 

２ 総合健康診査（医療機関での健診）について 

 ８月に行われた集団健診を受診出来なかった方は、医療機関での健診をお願いしま

す。希望する医療機関へ電話で予約して受診してください。医療機関がある地域ごと

に健診期間が異なりますのでご注意願います。医療機関では、密集等を避けるため１

日の受診人数を制限していますので、早めに医療機関への予約をお願いします。 

地 区 健診期間（子宮がん・乳がん検診以外） 

福島市内  令和５年７月１日から ９月３０日 

相双方部  令和５年７月１日から１２月２８日 

伊達方部  令和５年７月１日から１２月２８日 

 ※子宮がんと乳がん検診の日程は６月下旬に郵送された「総合健康診査のお知らせ」

をご覧ください。  

３ 新型コロナワクチン秋開始接種について 

 令和５年９月より、初回接種(１回目・２回目）を終了している５歳以上の方を対象に

「オミクロン株 XBB.1 系統ワクチン」の接種が開始されます。 

 ８月に１２歳以上の方には意向調査を発送しました。回答がまだの方は回答願います。

接種希望と回答した方に順次ご案内いたします。 

 ５歳以上１１歳以下の方には、内容が決定しましたら、お知らせ版等で案内をします。 

 なお、村内会場での接種は、９月２９日より開始予定です。 

４ 帯状疱疹予防接種費用の一部助成について 

令和４年度から帯状疱疹予防接種費用の一部助成しています。帯状疱疹ワクチンは２種

類あり、費用や効果などが違うため、必ず接種する医療機関にご確認ください。 
ワクチン種類 生ワクチン 不活化ワクチン 
接種回数    

(接種間隔) 
１回 ２回 

(１回目から２か月空けて２回目を接種) 
費用 7,000 円～11,000 円程度 20,000 円～23,000 円程度 

 ・対象者  接種当日 50 歳以上の方 
 ・助成金額 ※生涯で一方のみを一度限り助成 
      予防接種に要した費用の 2 分の 1 で、接種 1 回につき 10,000 円を上限 
      助成回数：生ワクチンは 1 回、不活化ワクチンは 2 回 
 ・助成方法 ※「償還払い」による助成となります。 
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Ⅱ 福祉係               お問合せ等：Tel 0244-42-1633 

１ 被災者生活再建支援金の申請期間の延長について 

東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の申請受付期間が延長されております。この

制度は、村の住宅を解体、再建した方への支援金制度となっております。申請期間は、令

和 6 年 4 月 10 日までとなります。 

 

２ 日常生活用具給付事業（緊急通報体制整備事業等）について  

一人暮らし高齢者や老夫婦世帯、日中独居高齢者世帯などの緊急時に対応する携帯型及

び固定型の緊急通報装置を貸与しています。また、ガスコンロなどの火を使用するのが危

ないと感じられる方には、ＩＨコンロを貸与いたします。 
相談等は、健康福祉課福祉係までご連絡ください。 

 

３ 困りごと相談について  

  健康福祉課福祉係、地域包括支援センター、社会福祉協議会では、生活での困りごと

や家族の困りごとなど、様々な相談に応じております。 
介護サービスや金銭的困窮、生活保護の相談、引きこもりや高齢者虐待など、なかな

か人には言えない悩み事などがあると思います。 
秘密は厳守されますので、下記までご相談ください。 

    

【相談先】 

○児童生徒、生活保護、障害など福祉全般に関する相談 

健康福祉課福祉係   電話：０２４４－４２－１６３３ 

○高齢者、介護等に関する総合相談 

地域包括支援センター 電話：０２４４－４２－１６２６ 

 ○生活、日常生活の困りごと等に関する相談 

社会福祉協議会    電話：０２４４－４２－１０２１ 

 

38



村内在住 村内在住 村内在住

０歳 1 0 3 1 3 1

１歳 3 1 3 1 3 1

２歳 3 2 4 2 5 3

３歳 12 4 12 4 12 4

４歳 5 4 5 4 5 4

５歳 11 3 11 3 11 3

園　　計 35 14 38 15 39 16

１年生 6 5 6 5 6 5

２年生 17 7 17 7 17 7

３年生 7 3 7 3 7 3

４年生 9 4 9 4 9 4

５年生 5 5 5 5 5 5

６年生 13 7 13 7 13 7

小　　計 57 31 57 31 57 31

７年生 9 2 9 2 9 2

８年生 7 2 7 2 7 2

９年生 9 4 9 4 9 4

小　　計 25 8 25 8 25 8

学園計 82 39 82 39 82 39

総数 117 53 120 54 121 55

い

い

た

て

希

望

の

里

学

園

前

期

課

程

後

期

課

程

4月1日現在
年齢 ・ 学年

ま

で

い

の

里

の

こ

ど

も

園

飯舘村教育委員会

9月1日現在

令和５年度　就園・就学人数　（R5.9.1現在）

令和５年度就園・就学人数

7月19日現在
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住民懇談会説明資
料確認用

令和５年度　生涯学習課主要事業

領  域 目　　的 事　業　名 内 　　     容 実施時期 場　所

一人一趣味の推
進

生涯学習支援事業

教養、趣味の学習に関し5人以上の新
規自主グループ等の講師謝金等の活
動助成（新規年3回×5,000円、2年目
3年目は年1回×5,000円まで）

随時申請
受付

村内

参加者同士が学
びを通して新た
な生きがいやコ
ミュニティを形
成

時を満喫・人生を
もっと楽しく交流
事業

農業体験を通じた村民同士の交流機
会を増やすための活動を実施

通年 村内

生涯学習事業へ
の参加促進

いいたて元気アッ
プ・ポイント事業

各種講座、読書、スポーツ活動等の
参加者にポイントを付与し、50ポイ
ント毎に表彰及び記念品贈呈

３月表彰 ふれ愛館

村民が改めて村
を知る

（新規事業）
村内１日留学事業

村民を対象に村の過去、現在、未来
を学ぶ機会を提供する。

通年 村内

感動体験学習
いきいきわくわく
学びの旅事業

小学5・6年生18名対象。北海道栗山
町で畜産を再開している農家を訪ね
る等、北海道で復興や開拓の歴史等
を学ぶ(いいたてっ子未来基金)。

R5.8.7～10
R5.9.24報告会

北海道

成人を祝う 成人式の開催 新成人の門出を祝う。 R6.1.7 ふれ愛館

出会いの場
創出

（新規事業）
出会いの場創出事
業

ふくしま田園中枢都市圏域の活動と
して域内の市町村で出会いの場を創
出する事業を実施
R5年度は飯舘村・川俣町を会場に婚
活バスツアーを開催

R5.10.1
福島市
川俣町
村内

高齢者 金婚式を祝う 金婚夫妻褒賞
金婚式で褒状と記念品贈呈
喜寿祝で褒状

随時申請
受付

単位老人クラブ
お祝い会等

学校支援
学校授業に協力
するボランティ
ア派遣

学校支援ボラン
ティア派遣事業

学校からの要請を受けて、授業に必
要な村民等のボランティアを派遣
（田植え、稲刈り等）

随時
希望の里学園

村内

男女共同
参画

男女共同参画の
推進

男女共同参画計画
啓発事業

男女共同参画への意識啓発のための
講演会を行う。年１回開催予定

年度内実施予定 ふれ愛館

家庭教育
家庭における子
育て支援

家庭教育支援総合
推進事業

こども園、義務教育学校における家
庭教育講座講師料を支援

保護者会などに
併せて実施

こども園
希望の里学園

読書活動 読書活動の推進 読書活動の推進

おはなし会、図書コーナー本更新、
図書ボランティア活動、読書メッ
セージコンテスト等を実施し、村民
の読書環境の充実を図る。

通年
こども園

希望の里学園
ふれ愛館

団体育成
地域団体等の活
動支援

社会教育団体事業
育成

村Ｐ､婦人､文化協､おやじﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへ
の助成を実施

通年 村内

青少年

○社会教育及び生涯学習事業

生涯学習
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領  域 目　　的 事　業　名 内 　　     容 実施時期 場　所

村交流センター
イベント

村交流センター自
主文化事業

村民の再会機会の創出及び交流セン
ター利活用推進のためのイベント開
催事業（被災者支援事業補助金）を
実施

通年 ふれ愛館

総合文化展 いいたて村文化祭
児童生徒及び村民の文化作品発表・
展示等を実施

R5.10.19～25 ふれ愛館

伝統文化芸能 芸能発表会

伝承者の育成や民俗芸能の保存と地
域への定着を図る。サークルや趣味
活動を楽しんでいる団体等に練習成
果を発表する機会を提供する。

R6.2.17 ふれ愛館

文化振興 文化振興育成 文化団体支援事業 県内外での発表に対する報償
随時申請
受付

村外

村指定文化財等
保護

文化財保存報償、指定保存木報償、
文化財施設周辺整備、文化財保存・
調査等

通年 村内

いいたてYOITOKO発
見！ツアー事業

県外からの誘客を中心としたバスツ
アーを4回実施し、交流人口の増加と
移住定住の促進を図る。

R5.4.24
R5.9.17

R5.11月（予定）
R6.2月（予定）

村内

村史 村史編纂
（新規事業）
村史編纂事業

村史編纂の準備等 通年 ふれ愛館

領  域 目　　的 事　業　名 内 　　     容 実施時期 場　所

スポーツ
クラブ育
成と支援

スポーツ団体育
成・活動支援

いいたてスポーツ
クラブ育成支援

青少年から高齢者のスポーツ活動の
支援（ナイター駅伝大会事業等）
8/5ナイター駅伝実施。53チーム、
212人参加

通年 村内外

競技ス
ポーツ振
興

スポーツ奨励
スポーツ振興基金
活用事業

全国大会等出場者等への激励金
随時申請
受付

村内外

ふくしま駅伝大会
事業

ふくしま駅伝大会への参加、ユニ
フォーム購入等

R5.11.19 県内

市町村対抗野球大
会事業

市町村対抗軟式野球大会への参加
1回戦VS只見町

R5.9.10
8：30～

開成山野球場
（郡山市）

市町村対抗ソフト
ボール大会事業

市町村対抗ソフトボール大会への参
加

1回戦VS塙町
R5.10.14
14：30～

相馬光陽
ソフトボール場

（相馬市）

領  域 目　　的 事　業　名 内 　　     容 実施時期 場　所

スポーツ公園各
種事業

スポーツ公園各種
事業

スポーツ公園各種教室、イベント報
償

通年 スポーツ公園等

スポーツ振興
（新規事業）
第10回　福島ユナ
イテッドFC　CUP

ふくしま田園中枢都市圏域の市町村
活動の一環として、福島市、伊達
市、飯舘村を会場にサッカー大会を
開催。村内会場には6チーム、60人ほ
どが参加

R5.8.7
スポーツ公園
陸上競技場

パークゴ
ルフ場関
係

パークゴルフ場
維持管理

パークゴルフ場
オープン事業

パークゴルフ場管理棟維持管理補助
金、芝管理、周辺整備等

R5.4月～12月
いいたて

パークゴルフ場

スポーツ
公園関係
事業

○社会教育及び生涯学習事業

○社会体育及び生涯スポーツ

各種大会
参加及び
派遣等

大会参加及び各
種大会派遣事業

文化芸術

文化財保護

○社会教育及び生涯学習事業

文化財
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